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第 1 号 令和7年度徳島県一般会計補正予算（第5号）

令和7年度徳島県一般会計の補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ892，060千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ530，895，007千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加は、「第4表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の変更は、「第5表地方債補正」による。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第1号 令和7年度徳島県一般会計補正予算（第5号）
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第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

9 国 庫 支 出 金 64，594，334 1，660 64，595，994

2 国 庫 補 助 金 32，032，889 1，660 32，034，549

12 繰 入 金 29，329，677 3，000 29，332，677

2 基 金 繰 入 金 28，578，817 3，000 28，581，817

13 繰 越 金 7，427，994 605，400 8，033，394

1 繰 越 金 7，427，994 605，400 8，033，394

15 県 債 48，200，000 282，000 48，482，000

1 県 債 48，200，000 282，000 48，482，000

歳 入 合 計 530，002，947 892，060 530，895，007

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 36，751，299 294，300 37，045，599

1 総 務 管 理 費 20，599，314 12，000 20，611，314

再校
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6 防 災 費 3，235，673 282，300 3，517，973

3 民 生 費 71，332，114 1，660 71，333，774

1 社 会 福 祉 費 50，044，173 1，660 50，045，833

4 衛 生 費 26，397，982 3，000 26，400，982

4 医 薬 費 5，785，797 3，000 5，788，797

7 商 工 費 66，789，748 587，500 67，377，248

1 商 業 費 60，545，788 580，000 61，125，788

3 観 光 費 1，785，130 7，500 1，792，630

10 教 育 費 92，337，771 5，600 92，343，371

7 保 健 体 育 費 1，395，798 5，600 1，401，398

歳 出 合 計 530，002，947 892，060 530，895，007

第2表 継 続 費 補 正

1 変 更

款 項 事 業 名 補 正 前 補 正 後
総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額

6 農 林 水 産 業 費 6 水 産 業 費 漁 業 調 査 船
「 と く し ま 」
新 船 建 造 事 業

1，866，500 7 243，500 2，299，500 7 243，500

8 1，021，000 8 1，295，000

千円 千円 千円 千円
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第3表 繰越明許費補正

1 追 加

款 項 事 業 名 金 額

2 総 務 費 6 防 災 費 防災対策指導費 282，000

7 商 工 費 1 商 業 費 中小企業総合支援費 550，000

9 602，000 9 761，000

第4表 債務負担行為補正

1 追 加

事 項 期 間 限 度 額

災害時情報共有システム運用保守業務委託契約 自 令和9年度
至 令和13年度 150，000千円

徳島県立西部防災館の管理運営協定 自 令和8年度
至 令和12年度 148，005千円

徳島県立産業観光交流センター等の管理運営協定 自 令和8年度
至 令和12年度 1，638，460千円

徳島県立あすたむらんどの管理運営協定 令 和 8 年 度 677，984千円

阿波おどり魅力発信業務委託契約 令 和 8 年 度 31，000千円

徳島県蔵本公園等の管理運営協定 自 令和8年度
至 令和12年度 2，450，235千円

アリーナ基本計画策定業務委託契約 令 和 8 年 度 35，000千円

再校
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第5表 地 方 債 補 正

1 変 更

起 債 の 目 的 限 度 額
補 正 前 補 正 後

防 災 事 業 499，000 781，000

計 48，200，000 48，482，000

阿波人形浄瑠璃魅力発信業務委託契約 令 和 8 年 度 3，870千円

徳島県郷土文化会館の管理運営協定 自 令和8年度
至 令和9年度 293，488千円

徳島県立文学書道館の管理運営協定 自 令和8年度
至 令和12年度 878，955千円

徳島県立木のおもちゃ美術館の管理運営協定 令 和 8 年 度 70，092千円

徳島県日峯大神子広域公園等の管理運営協定 自 令和8年度
至 令和12年度 827，750千円

徳島県鳴門ウチノ海総合公園の管理運営協定 自 令和8年度
至 令和12年度 463，870千円

大麻団地県営住宅の管理運営協定 自 令和8年度
至 令和12年度 39，990千円

千円 千円

初校
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徳 島 県 企 画 総 務 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 企 画 総 務 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 二 項 中 「 六 の 項 」 を 「 七 の 項 」 に 改 め る 。

第 五 条 第 一 項 中 「 及 び 五 の 項 」 を 「 か ら 六 の 項 ま で 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 六 の 項 」 を 「 七 の 項 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 の 五 の 項 中 「 書 面 又 は 」 を 「 書 面 、 」 に 改 め 、 「 政 治 資 金 監 査 報 告 書 」 の 下 に 「 又 は 同 法 第 十 九 条 の 十 四 の 二 第 四 項 の 規 定 に よ る 確 認 書 」 を 加 え 、 同

表 中 六 の 項 を 七 の 項 と し 、 五 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

六 政 党 助 成 法 （ 平 成 六 年 法 律 第 五 号 ） 第 三 十 二 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ く 都 道 府 県 提 出 文 書 の

写 し の 交 付

用 紙 一 枚 に つ き 十 円 （ 用 紙 の 両 面 に 印 刷 し て い る も の に

あ っ て は 、 用 紙 一 枚 に つ き 二 十 円 ）

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

政 治 資 金 規 正 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 収 支 報 告 書 に 添 付 さ れ た 確 認 書 の 写 し の 交 付 に 係 る 手 数 料 を 定 め る と と も に 、 政 党 助 成 法 の 一 部 が 改 正 さ れ

た こ と に 伴 い 、 総 務 大 臣 に よ る 定 期 報 告 文 書 等 の 公 表 に 係 る 都 道 府 県 提 出 文 書 の 写 し の 交 付 に 係 る 手 数 料 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る

第 二 号

徳 島 県 企 画 総 務 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 企 画 総 務 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 十 一 月 二 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 後 藤 田 正 純

第 二 号 徳 島 県 企 画 総 務 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校
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理 由 で あ る 。
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徳 島 県 条 例 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 等 の 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 条 例 （ 以 下 「 既 存 条 例 」 と い う 。 ） の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る こ と 等 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め

る も の と す る 。

（ 形 式 の 改 正 ）

第 二 条 既 存 条 例 の 形 式 を 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 左 横 書 き に 改 正 す る 。

一 既 存 条 例 に お け る 右 方 は こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 既 存 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 条 例 」 と い う 。 ） に お け る 上 方 と し 、 既 存 条 例 に お け る 上 方 は 改 正 後 条 例 に お

け る 左 方 と す る 。

二 改 正 後 条 例 に お け る 文 字 （ 符 号 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 順 序 は 、 既 存 条 例 に お け る 文 字 の 順 序 と す る 。

2 前 項 の 規 定 は 、 既 存 条 例 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 及 び 様 式 並 び に 改 正 後 条 例 に お い て 縦 書

き と す る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 表 及 び 様 式 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

3 既 存 条 例 に お い て 左 横 書 き で あ る 部 分 及 び 縦 書 き で あ る 部 分 が 混 在 し て い る 表 及 び 様 式 そ の 他 前 二 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る 表 及 び 様

式 に つ い て は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 用 字 及 び 用 語 の 整 理 ）

第 三 条 既 存 条 例 中 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る も の は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る も の に 改 め る 。

一 編 、 章 、 節 、 款 、 条 、 表 （ 別 表 を 含 む 。 七 の 項 か ら 十 二 の 項 ま で に お い て 同 じ 。 ） 及 ア ラ ビ ア 数 字

第 三 号

徳 島 県 条 例 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 等 の 条 例 の 制 定 に つ い て

徳 島 県 条 例 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 等 の 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 十 一 月 二 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 後 藤 田 正 純

第 三 号 徳 島 県 条 例 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 正 す る 等 の 条 例 の 制 定 に つ い て
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び 様 式 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 並 び に こ れ ら の 番 号 並 び に 項 及 び 号 の 番 号 を 引 用

す る た め に 用 い ら れ て い る 漢 数 字

二 号 の 番 号 に 用 い ら れ て い る 漢 数 字 左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

三 号 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用

い ら れ て い る 当 該 文 字

五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

四 号 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用

い ら れ て い る 当 該 文 字

左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

五 号 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用

い ら れ て い る 当 該 文 字

ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル フ ァ ベ ッ ト

六 号 を 第 四 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す る た め に 用

い ら れ て い る 当 該 文 字

左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

フ ァ ベ ッ ト

七 表 中 そ の 内 容 を 第 一 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す

る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

ア ラ ビ ア 数 字

八 表 中 そ の 内 容 を 第 二 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す

る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ラ ビ ア 数 字

九 表 中 そ の 内 容 を 第 三 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す

る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

十 表 中 そ の 内 容 を 第 四 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用 す

る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ 五 十 音 順 に よ る 片 仮 名

十 一 表 中 そ の 内 容 を 第 五 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用

す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル フ ァ ベ ッ ト
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十 二 表 中 そ の 内 容 を 第 六 次 の 段 階 で 細 分 す る た め に 用 い ら れ て い る 文 字 及 び こ れ を 引 用

す る た め に 用 い ら れ て い る 当 該 文 字

左 右 を 丸 括 弧 で 囲 ん だ ア ル フ ァ ベ ッ ト 順 に よ る 小 文 字 の ア ル

フ ァ ベ ッ ト

十 三 漢 数 字 （ 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ）

1 固 有 名 詞 の 一 部 又 は 全 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

2 熟 語 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

3 数 量 又 は 順 序 を 示 す 意 味 が 薄 く 他 の 数 字 に 置 き 換 え て の 表 現 が み ら れ な い も の

4 数 の 単 位 と し て 用 い ら れ て い る も の （ 十 、 百 及 び 千 を 除 く 。 ）

5 一 の 項 及 び 二 の 項 に 定 め る も の

ア ラ ビ ア 数 字 （ 数 字 を 三 桁 ご と に 区 切 る 読 点 は コ ン マ に 、 小

数 点 を 表 す 中 点 は ピ リ オ ド に 改 め る も の と す る 。 ）

十 四 左 （ 既 存 条 例 の 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の に 限 り 、 「 左

記 」 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の を 除 く 。 ）

次

十 五 左 記 下 記

十 六 右 （ 既 存 条 例 の 文 面 上 の 位 置 又 は 方 向 を 示 す た め に 用 い ら れ て い る も の に 限 る 。 ） 上

十 七 上 欄 （ 「 左 上 欄 」 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の を 除 く 。 ） 左 欄

十 八 下 欄 右 欄

十 九 項 番 号 の な い 項 ア ラ ビ ア 数 字 に よ る 項 番 号 を 付 し た 項

二 十 別 表 及 び 様 式 の 表 題 （ 当 該 別 表 及 び 様 式 と 関 係 す る 条 名 又 は 項 名 が 付 さ れ て い る も

の を 除 く 。 ）

当 該 表 題 に 当 該 別 表 及 び 様 式 と 関 係 す る 条 名 又 は 項 名 を 「 （ 第

何 条 （ 項 ） 関 係 ） 」 の 形 で 加 え た 表 題

二 十 一 よ う 音 に 用 い る 「 や 」 、 「 ゆ 」 、 「 よ 」 、 「 ヤ 」 、 「 ユ 」 又 は 「 ヨ 」 そ れ ぞ れ 「 ゃ 」 、 「 ゅ 」 、 「 ょ 」 、 「 ャ 」 、 「 ュ 」 又 は 「 ョ 」

二 十 二 促 音 に 用 い る 「 つ 」 又 は 「 ツ 」 そ れ ぞ れ 「 っ 」 又 は 「 ッ 」

二 十 三 外 来 音 「 フ ァ 」 、 「 フ ィ 」 、 「 フ ェ 」 又 は 「 デ ィ 」 に 対 応 す る 「 フ ア 」 、 「 フ イ 」 、 「 フ

エ 」 又 は 「 デ イ 」

そ れ ぞ れ 「 フ ァ 」 、 「 フ ィ 」 、 「 フ ェ 」 又 は 「 デ ィ 」
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二 十 四 読 点 と し て 表 記 す る 「 ， 」 「 、 」

二 十 五 お よ び 及 び

二 十 六 な ら び に 並 び に

二 十 七 ま た は 又 は

二 十 八 も し く は 若 し く は

二 十 九 各 号 の 一 各 号 の い ず れ か

三 十 且 つ か つ

三 十 一 詐 偽 偽 り

三 十 二 「 但 し 」 又 は 「 但 書 」 そ れ ぞ れ 「 た だ し 」 又 は 「 た だ し 書 」

三 十 三 あ て （ 差 出 し 先 を 示 す 語 の 後 に 置 か れ る も の に 限 る 。 ） 宛 て

三 十 四 「 あ て 名 人 」 又 は 「 名 あ て 人 」 そ れ ぞ れ 「 宛 名 人 」 又 は 「 名 宛 人 」

三 十 五 う え 上

三 十 六 こ と さ ら に 殊 更 に

三 十 七 毎 に ご と に

三 十 八 す べ て 全 て

三 十 九 す み や か に 速 や か に

四 十 つ ど 都 度

四 十 一 手 続 き 手 続
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四 十 二 抜 す い 抜 粋

四 十 三 動 詞 「 当 る 」 の 語 幹 「 当 」 「 当 た 」

四 十 四 動 詞 「 行 な う 」 の 語 幹 「 行 な 」 「 行 」

四 十 五 動 詞 「 終 る 」 の 語 幹 「 終 」 「 終 わ 」

四 十 六 動 詞 「 か ん が み る 」 の 語 幹 「 か ん が み 」 「 鑑 み 」

四 十 七 動 詞 「 こ え る 」 の 語 幹 「 こ え 」 「 超 え 」

四 十 八 動 詞 「 取 扱 う 」 の 語 幹 「 取 扱 」 「 取 り 扱 」

四 十 九 動 詞 「 は り 付 け る 」 の 語 幹 「 は り 付 け 」 「 貼 り 付 け 」

五 十 動 詞 「 向 う 」 の 語 幹 「 向 」 「 向 か 」

五 十 一 動 詞 「 基 く 」 の 語 幹 「 基 」 「 基 づ 」

五 十 二 動 詞 「 因 る 」 の 語 幹 「 因 」 「 よ 」

五 十 三 あ て る 充 て る

五 十 四 か か る （ 病 気 に な る と い う 意 味 で 用 い ら れ て い る も の を 除 く 。 ） 係 る

五 十 五 さ ら に （ 接 続 詞 で あ る も の 及 び 「 こ と さ ら に 」 の 一 部 と し て 用 い ら れ て い る も の

を 除 く 。 ）

更 に

五 十 六 す で に 既 に

2 前 項 の 表 一 の 項 及 び 十 三 の 項 の 規 定 は 、 前 条 第 二 項 に 規 定 す る 改 正 後 条 例 に お い て 縦 書 き と す る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 表 （ 別 表 を 含 む 。 ） 及 び 様 式 並 び

に 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 改 正 後 条 例 に お い て 縦 書 き と さ れ る 表 （ 別 表 を 含 む 。 ） 及 び 様 式 の 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い 。
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3 第 一 項 の 表 十 四 の 項 か ら 十 八 の 項 ま で の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

一 既 存 条 例 に お い て 既 に 左 横 書 き の 形 式 を と っ て い る 表 （ 別 表 を 含 む 。 ） 、 様 式 及 び こ れ ら の 部 分 並 び に こ れ ら を 引 用 す る 部 分

二 前 条 第 二 項 に 規 定 す る 改 正 後 条 例 に お い て 縦 書 き と す る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る 表 （ 別 表 を 含 む 。 ） 及 び 様 式 並 び に こ れ ら を 引 用 す る 部 分

三 前 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 改 正 後 条 例 に お い て 縦 書 き と さ れ る 表 （ 別 表 を 含 む 。 ） 及 び 様 式 の 部 分 並 び に こ れ ら を 引 用 す る 部 分

4 第 一 項 の 表 三 の 項 か ら 十 二 の 項 ま で 及 び 十 四 の 項 か ら 五 十 六 の 項 ま で の 規 定 は 、 法 令 の 規 定 （ 題 名 を 含 む 。 ） を 引 用 す る 部 分 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

5 前 各 項 の 規 定 に よ る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 委 任 ）

第 四 条 こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 改 正 後 条 例 の 様 式 に 相 当 す る 既 存 条 例 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る も の と す る 。

提 案 理 由

条 例 の 分 か り や す さ の 向 上 及 び 条 例 に 関 す る 業 務 の 効 率 化 を 図 る た め 、 縦 書 き の 形 式 を 採 用 し て い る 既 存 の 条 例 の 形 式 を 左 横 書 き に 改 め る 等 の 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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適 用 対 象 の 消 滅 等 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例

（ 徳 島 県 水 源 林 野 県 行 造 林 条 例 等 の 廃 止 ）

第 一 条 次 に 掲 げ る 条 例 は 、 廃 止 す る 。

一 徳 島 県 水 源 林 野 県 行 造 林 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 三 号 ）

二 日 本 国 と の 平 和 条 約 の 効 力 発 生 に 伴 う 職 員 の 懲 戒 免 除 及 び 出 納 長 等 の 賠 償 の 責 任 に 基 く 債 務 の 免 除 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 号 ）

三 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 昇 給 期 間 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 五 号 ）

四 教 育 職 員 の 給 料 月 額 の 調 整 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 四 号 ）

五 徳 島 県 立 高 等 学 校 教 員 養 成 奨 学 資 金 貸 与 条 例 （ 昭 和 三 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ）

六 国 営 干 拓 事 業 負 担 金 徴 収 条 例 （ 昭 和 四 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 六 号 ）

七 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 昇 給 期 間 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 四 号 ）

八 昭 和 天 皇 の 大 喪 の 礼 の 行 わ れ る 日 を 休 日 と す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 条 例 等 の 規 定 の 適 用 の 特 例 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 徳 島 県 条 例 第 一 号 ）

九 昭 和 天 皇 の 崩 御 に 伴 う 職 員 の 懲 戒 免 除 及 び 職 員 の 賠 償 責 任 に 基 づ く 債 務 の 免 除 に 関 す る 条 例 （ 平 成 元 年 徳 島 県 条 例 第 八 号 ）

十 徳 島 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 三 号 ）

十 一 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 六 号 ）

（ 国 営 土 地 改 良 事 業 負 担 金 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 国 営 土 地 改 良 事 業 負 担 金 徴 収 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 号

適 用 対 象 の 消 滅 等 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て

適 用 対 象 の 消 滅 等 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 十 一 月 二 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 後 藤 田 正 純

第 四 号 適 用 対 象 の 消 滅 等 に 伴 う 関 係 条 例 の 整 理 に 関 す る 条 例 の 制 定 に つ い て
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第 一 条 中 「 法 第 八 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 事 業 を 除 く 。 」 を 削 る 。

（ 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 六 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 三 項 中 「 前 日 」 を 「 前 日 に 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 徳 島 県 保 健 福 祉 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 五 十 六 の 項 中 「 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 施 行 令 」 の 下 に 「 （ 昭 和 三 十 年 政 令 第 二 百 六 十 一 号 ） 」 を 加 え る 。

（ 徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 三 十 三 の 八 の 項 及 び 三 十 三 の 九 の 項 中 「 第 二 条 第 一 号 ロ 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 一 号 ロ 」 に 、 「 第 二 条 第 一 号 イ 」 を 「 第 二 条 第 一 項 第 一 号 イ 」 に

改 め る 。

（ 徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 （ 平 成 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 項 第 一 号 並 び に 第 八 条 第 二 項 中 「 い お う 酸 化 物 」 を 「 硫 黄 酸 化 物 」 に 改 め る 。

別 表 第 八 の 備 考 4 を 削 る 。

別 表 第 九 の 一 中 「 い お う 酸 化 物 」 を 「 硫 黄 酸 化 物 」 に 改 め る 。

別 表 第 十 二 の 一 の 項 中 「 辰 巳 町 」 を 「 辰 己 町 」 に 、 「 及 び 橘 町 」 を 「 、 橘 町 及 び 那 賀 川 町 」 に 、 「 、 那 賀 郡 那 賀 川 町 並 び に 」 を 「 及 び 」 に 改 め 、 同 表 の 二 の

項 中 「 前 号 」 を 「 前 項 」 に 改 め 、 同 表 中 備 考 1 を 削 り 、 備 考 2 を 備 考 と す る 。

別 表 第 十 六 そ の 三 中 「海上自衛隊小松島航空隊 」 を 「海上自衛隊小松島航空基地 」 に 改 め 、 同 表 そ の 九 中 「紀伊日の御岬灯台 」 を 「紀伊日ノ御埼灯台 」 に

改 め る 。

（ 徳 島 県 経 済 飛 躍 の た め の 中 小 企 業 の 振 興 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 徳 島 県 経 済 飛 躍 の た め の 中 小 企 業 の 振 興 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 年 徳 島 県 条 例 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 二 条 第 二 項 中 「 徳 島 県 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 特 別 会 計 及 び 」 を 削 る 。

（ 国 民 健 康 保 険 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 国 民 健 康 保 険 法 施 行 条 例 （ 平 成 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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第 九 条 第 一 項 中 「 算 定 政 令 第 九 条 第 四 項 第 三 号 」 を 「 同 条 第 四 項 第 三 号 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 中 「 算 定 政 令 第 九 条 第 六 項 第 一 号 」 を 「 同 条 第 六 項 第 一 号 」 に 改 め る 。

第 十 四 条 中 「 算 定 政 令 第 十 条 第 四 項 第 一 号 」 を 「 同 条 第 四 項 第 一 号 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

適 用 対 象 の 消 滅 等 に 伴 い 、 関 係 条 例 に つ い て 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
初校
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徳 島 県 行 政 機 関 設 置 条 例

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 別 に 定 め る も の の ほ か 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 百 五 十 六 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 行 政 機 関 の 設 置 並

び に 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 域 に つ い て 定 め る も の と す る 。

（ 徳 島 県 地 域 連 携 事 務 所 ）

第 二 条 地 域 振 興 等 に 関 す る 事 務 を 分 掌 さ せ る た め 、 徳 島 県 地 域 連 携 事 務 所 を 設 置 す る 。

2 徳 島 県 地 域 連 携 事 務 所 の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 域 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。

名 称 位 置 所 管 区 域

徳 島 県 阿 南 地 域 連 携 事 務 所 阿 南 市 富 岡 町 阿 南 市 那 賀 郡

徳 島 県 美 波 地 域 連 携 事 務 所 海 部 郡 美 波 町 海 部 郡

徳 島 県 美 馬 地 域 連 携 事 務 所 美 馬 市 脇 町 美 馬 市 美 馬 郡

徳 島 県 三 好 地 域 連 携 事 務 所 三 好 市 池 田 町 三 好 市 三 好 郡

（ 徳 島 県 県 税 局 ）

第 五 号

徳 島 県 行 政 機 関 設 置 条 例 の 制 定 に つ い て

徳 島 県 行 政 機 関 設 置 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 十 一 月 二 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 後 藤 田 正 純

第 五 号 徳 島 県 行 政 機 関 設 置 条 例 の 制 定 に つ い て
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第 三 条 県 税 等 に 関 す る 事 務 を 分 掌 さ せ る た め 、 徳 島 県 県 税 局 を 設 置 す る 。

2 徳 島 県 県 税 局 の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 域 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。

名 称 位 置 所 管 区 域

徳 島 県 県 税 局 徳 島 市 新 蔵 町 一 丁 目 県 の 全 域

（ 徳 島 県 福 祉 事 務 所 ）

第 四 条 福 祉 に 関 す る 事 務 を 分 掌 さ せ る た め 、 徳 島 県 福 祉 事 務 所 を 設 置 す る 。

2 徳 島 県 福 祉 事 務 所 は 、 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 福 祉 に 関 す る 事 務 所 と す る 。

3 徳 島 県 福 祉 事 務 所 の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 域 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。

名 称 位 置 所 管 区 域

徳 島 県 東 部 福 祉 事 務 所 徳 島 市 新 蔵 町 一 丁 目 徳 島 市 鳴 門 市 小 松 島 市 吉 野 川 市 阿 波 市 勝 浦 郡 名 東 郡 名 西 郡 板 野 郡

徳 島 県 南 部 福 祉 事 務 所 海 部 郡 美 波 町 阿 南 市 那 賀 郡 海 部 郡

徳 島 県 西 部 福 祉 事 務 所 三 好 市 池 田 町 美 馬 市 三 好 市 美 馬 郡 三 好 郡

4 社 会 福 祉 法 第 十 四 条 第 五 項 に 規 定 す る 事 務 に 係 る 徳 島 県 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 の 表 の 所 管 区 域 の 欄 に 掲 げ る 区 域 の う ち

市 の 区 域 を 除 い た 区 域 と す る 。

（ 徳 島 県 農 林 事 務 所 ）

第 五 条 農 業 、 林 業 及 び 水 産 業 に 関 す る 事 務 を 分 掌 さ せ る た め 、 徳 島 県 農 林 事 務 所 を 設 置 す る 。

2 徳 島 県 農 林 事 務 所 の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 域 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。

名 称 位 置 所 管 区 域

徳 島 県 徳 島 農 林 事 務 所 徳 島 市 新 蔵 町 一 丁 目 徳 島 市 鳴 門 市 小 松 島 市 勝 浦 郡 名 東 郡 名 西 郡 板 野 郡

徳 島 県 吉 野 川 農 林 事 務 所 吉 野 川 市 川 島 町 吉 野 川 市 阿 波 市
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徳 島 県 阿 南 農 林 事 務 所 阿 南 市 富 岡 町 阿 南 市 那 賀 郡

徳 島 県 美 波 農 林 事 務 所 海 部 郡 美 波 町 海 部 郡

徳 島 県 美 馬 農 林 事 務 所 美 馬 市 脇 町 美 馬 市 美 馬 郡

徳 島 県 三 好 農 林 事 務 所 三 好 市 池 田 町 三 好 市 三 好 郡

（ 徳 島 県 県 土 整 備 事 務 所 ）

第 六 条 県 土 の 整 備 に 関 す る 事 務 を 分 掌 さ せ る た め 、 徳 島 県 県 土 整 備 事 務 所 を 設 置 す る 。

2 徳 島 県 県 土 整 備 事 務 所 の 名 称 、 位 置 及 び 所 管 区 域 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。

名 称 位 置 所 管 区 域

徳 島 県 徳 島 県 土 整 備 事 務 所 徳 島 市 南 末 広 町 徳 島 市 鳴 門 市 小 松 島 市 勝 浦 郡 名 東 郡 名 西 郡 神 山 町 板 野 郡 松 茂 町 、 北 島

町 、 藍 住 町 及 び 板 野 町

徳 島 県 吉 野 川 県 土 整 備 事 務 所 吉 野 川 市 川 島 町 吉 野 川 市 阿 波 市 名 西 郡 石 井 町 板 野 郡 上 板 町

徳 島 県 阿 南 県 土 整 備 事 務 所 阿 南 市 富 岡 町 阿 南 市 那 賀 郡

徳 島 県 美 波 県 土 整 備 事 務 所 海 部 郡 美 波 町 海 部 郡

徳 島 県 美 馬 県 土 整 備 事 務 所 美 馬 市 脇 町 美 馬 市 美 馬 郡

徳 島 県 三 好 県 土 整 備 事 務 所 三 好 市 池 田 町 三 好 市 三 好 郡

（ 内 部 組 織 ）

第 七 条 知 事 は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ の 条 例 に 規 定 す る 行 政 機 関 の 内 部 組 織 を 置 く こ と が で き る 。

（ 所 管 区 域 の 特 例 ）

第 八 条 知 事 は 、 必 要 と 認 め る 事 務 に つ い て は 、 こ の 条 例 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ の 条 例 に 規 定 す る 行 政 機 関 に 、 他 の 行 政 機 関 の 所 管 区 域 に お い て 当 該 事 務 を
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処 理 さ せ る こ と が で き る 。

（ 特 定 事 務 の 分 掌 ）

第 九 条 知 事 は 、 法 律 又 は こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 と 認 め る 事 務 を 、 こ の 条 例 に 規 定 す る 行 政 機 関 に 分 掌 さ せ る こ と が で き る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 徳 島 県 総 合 県 民 局 設 置 条 例 等 の 廃 止 ）

2 次 に 掲 げ る 条 例 は 、 廃 止 す る 。

一 徳 島 県 総 合 県 民 局 設 置 条 例 （ 平 成 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 五 号 ）

二 徳 島 県 東 部 県 税 局 設 置 条 例 （ 平 成 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 八 号 ）

三 徳 島 県 東 部 保 健 福 祉 局 設 置 条 例 （ 平 成 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 九 号 ）

四 徳 島 県 東 部 農 林 水 産 局 設 置 条 例 （ 平 成 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 七 十 号 ）

五 徳 島 県 東 部 県 土 整 備 局 設 置 条 例 （ 平 成 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 七 十 一 号 ）

（ 徳 島 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

3 徳 島 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

知 事 は 、 県 税 に 係 る 徴 収 金 の 賦 課 徴 収 及 び 過 料 の 徴 収 に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 徳 島 県 県 税 局 の 長 （ 以 下 「 県 税 局 長 」 と い う 。 ） に 委 任 す る 。 た だ し 、

次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

一 課 税 権 の 帰 属 そ の 他 法 の 規 定 の 適 用 に つ い て 関 係 地 方 団 体 の 長 が 意 見 を 異 に す る 場 合 に お け る 知 事 の 権 限 に 関 す る 事 項

二 第 十 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 申 告 等 の 期 限 の 延 長 に 関 す る 事 項

三 固 定 資 産 税 に 係 る 大 規 模 の 償 却 資 産 の 指 定 及 び 価 格 等 の 決 定 に 関 す る 事 項

四 過 料 の 額 の 決 定 に 関 す る 事 項

五 法 第 一 章 第 十 六 節 の 規 定 に よ り 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 項

第 四 条 第 二 項 か ら 第 四 項 ま で を 削 り 、 同 条 第 五 項 中 「 当 該 地 方 団 体 の 徴 収 金 を 納 付 す べ き 者 の 住 所 、 居 所 、 家 屋 敷 、 事 務 所 若 し く は 事 業 所 又 は そ の 者 の 財

産 の 所 在 地 を 管 轄 す る 県 税 局 等 の 長 」 を 「 県 税 局 長 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 第 六 項 中 「 第 一 項 、 第 二 項 及 び 」 を 削 り 、 「 県 税 局 等 の 長 」 を 「 県
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税 局 長 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と す る 。

第 五 条 中 第 二 項 を 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 中 「 課 税 地 」 を 「 前 項 の 課 税 地 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 二 項 と し 、 同 条 に 第 一 項 と し て 次 の 一 項 を 加 え る 。

徴 収 金 は 、 課 税 地 に お い て 賦 課 徴 収 す る 。

第 九 条 中 「 課 税 地 を 管 轄 す る 県 税 局 等 （ 第 四 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る も の に あ つ て は 、 徳 島 県 東 部 県 税 局 ） 」 を 「 徳 島 県 県 税 局 」 に 改 め る 。

第 十 一 条 第 二 項 中 「 課 税 地 を 管 轄 す る 県 税 局 等 の 長 （ 第 四 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る も の に あ つ て は 、 東 部 県 税 局 長 ） 」 を 「 県 税 局 長 」 に 改 め 、 同

条 第 三 項 を 削 る 。

第 十 五 条 第 一 項 中 「 課 税 地 を 管 轄 す る 県 税 局 等 （ 法 人 の 県 民 税 、 法 人 の 事 業 税 及 び 自 動 車 税 の 種 別 割 に あ つ て は 、 徳 島 県 東 部 県 税 局 ） の 区 域 内 」 を 「 県 内 」

に 、 「 当 該 区 域 外 」 を 「 県 外 」 に 改 め る 。

附 則 中 第 二 十 七 項 を 削 り 、 第 二 十 八 項 を 第 二 十 七 項 と し 、 第 二 十 九 項 を 第 二 十 八 項 と し 、 第 三 十 項 の 前 の 見 出 し を 削 り 、 同 項 を 第 二 十 九 項 と し 、 同 項 の 前

に 見 出 し と し て 「 （ 個 人 の 均 等 割 の 税 率 の 特 例 ） 」 を 付 し 、 第 三 十 一 項 を 第 三 十 項 と し 、 第 三 十 二 項 か ら 第 三 十 四 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 上 げ 、 第 三 十 五 項 の 前

の 見 出 し を 削 り 、 同 項 を 第 三 十 四 項 と し 、 同 項 の 前 に 見 出 し と し て 「 （ 旧 民 法 第 三 十 四 条 の 法 人 か ら 移 行 し た 法 人 等 に 係 る 法 人 の 県 民 税 の 特 例 ） 」 を 付 し 、 第

三 十 六 項 を 第 三 十 五 項 と し 、 第 三 十 七 項 を 第 三 十 六 項 と し 、 第 三 十 八 項 を 第 三 十 七 項 と す る 。

附 則 第 三 十 九 項 中 「 東 部 県 税 局 長 」 を 「 県 税 局 長 」 に 改 め 、 同 項 を 附 則 第 三 十 八 項 と す る 。

（ 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

4 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 五 イ の 表 中 「、総合県民局の副部長 」 、 「若しくは総合県民局の次長 」 、 「総合県民局、 」 、 「、総合県民局の部長 」 及 び 「、総合県民局の副局長 」 を 削

り 、 「会計管理者、 」 を 「会計管理者又は 」 に 改 め 、 「又は総合県民局の長 」 を 削 り 、 同 表 ハ の 表 中 「、総合県民局の副部長 」 を 削 り 、 同 表 ニ の 表 中 「総合県

民局又は 」 を 削 り 、 同 表 ホ の 表 中 「総合県民局の次長の職務又は 」 及 び 「総合県民局又は 」 を 削 り 、 同 表 ヘ の 表 中 「総合県民局又は 」 を 削 り 、 同 表 の 備 考 中

第 三 項 を 削 り 、 第 四 項 を 第 三 項 と し 、 第 五 項 を 第 四 項 と す る 。

（ 徳 島 県 保 健 所 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

5 徳 島 県 保 健 所 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

徳 島 県 阿 南 保 健 所 阿 南 市 領 家 町 阿 南 市 那 賀 郡

徳 島 県 美 波 保 健 所 海 部 郡 美 波 町 海 部 郡

徳 島 県 吉 野 川 保 健 所 吉 野 川 市 鴨 島 町 吉 野 川 市 阿 波 市

第 二 条 の 表 中
「

再校
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徳 島 県 吉 野 川 保 健 所 吉 野 川 市 鴨 島 町 吉 野 川 市 阿 波 市

徳 島 県 阿 南 保 健 所 阿 南 市 領 家 町 阿 南 市 那 賀 郡

徳 島 県 美 波 保 健 所 海 部 郡 美 波 町 海 部 郡

」
を

「
」

に 改 め る 。

提 案 理 由

本 県 の 将 来 像 を 見 据 え た 効 率 的 か つ 持 続 可 能 な 政 策 推 進 体 制 を 構 築 す る た め 、 徳 島 県 総 合 県 民 局 等 に つ い て 再 編 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提

出 す る 理 由 で あ る 。

三校
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住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 中 一 の 項 を 削 り 、 二 の 項 を 一 の 項 と し 、 三 の 項 を 削 り 、 四 の 項 を 二 の 項 と し 、 五 の 項 か ら 十 六 の 項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。

別 表 第 二 中 五 の 項 を 削 り 、 六 の 項 を 五 の 項 と し 、 七 の 項 を 六 の 項 と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

住 民 基 本 台 帳 法 等 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 鑑 み 、 本 人 確 認 情 報 及 び 附 票 本 人 確 認 情 報 を 利 用 す る こ と が で き る 事 務 等 に つ い て 所 要 の 整 備 を 行 う 必 要 が あ

る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 六 号

住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 十 一 月 二 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 後 藤 田 正 純

第 六 号 住 民 基 本 台 帳 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

初校
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徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 七 十 八 の 七 の 項 中 「 第 百 三 十 七 条 の 十 二 第 六 項 又 は 第 七 項 」 を 「 第 百 三 十 七 条 の 十 二 第 十 一 項 又 は 第 十 二 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

建 築 基 準 法 施 行 令 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 七 号

徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 七 年 十 一 月 二 十 八 日 提 出

徳 島 県 知 事 後 藤 田 正 純

第 七 号 徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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発売総額 10，000，000千円以内

提案理由

当せん金付証票の発売について、当せん金付証票法第4条の規定により、その限度額について議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由であ

る。

第 8 号

当せん金付証票の発売について

当せん金付証票法により、令和8年度中において証票を次のとおり発売することができる。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第8号 当せん金付証票の発売について

初校
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1 施 設 の 名 称 徳島県立西部防災館

2 指 定 管 理 者 三好郡東みよし町中庄276番地1

四国開発土木株式会社

3 指 定 の 期 間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第 9 号

徳島県立西部防災館の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第9号 徳島県立西部防災館の指定管理者の指定について

再校
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1 施 設 の 名 称 徳島県立産業観光交流センター及び徳島県立男女共同参画総合支援センター

2 指 定 管 理 者 徳島市中徳島町2丁目5番地2

とくしまにぎわい創出共同事業体

3 指 定 の 期 間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第10号

徳島県立産業観光交流センター等の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第10号 徳島県立産業観光交流センター等の指定管理者の指定について

三校
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1 施 設 の 名 称 徳島県立あすたむらんど

2 指 定 管 理 者 板野郡北島町太郎八須字西ノ瀬34番地8

株式会社 ネオビエント

3 指 定 の 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第11号

徳島県立あすたむらんどの指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第11号 徳島県立あすたむらんどの指定管理者の指定について

初校
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1 施 設 の 名 称 徳島県蔵本公園、徳島県鳴門総合運動公園及び徳島県立中央武道館

2 指 定 管 理 者 鳴門市撫養町立岩字四枚61番地

公益財団法人 徳島県スポーツ協会

3 指 定 の 期 間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第12号

徳島県蔵本公園等の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第12号 徳島県蔵本公園等の指定管理者の指定について

初校
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1 施 設 の 名 称 徳島県郷土文化会館

2 指 定 管 理 者 徳島市藍場町二丁目14番地

公益財団法人 徳島県文化振興財団

3 指 定 の 期 間 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第13号

徳島県郷土文化会館の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第13号 徳島県郷土文化会館の指定管理者の指定について

初校
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1 施 設 の 名 称 徳島県立文学書道館

2 指 定 管 理 者 徳島市藍場町二丁目14番地

公益財団法人 徳島県文化振興財団

3 指 定 の 期 間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第14号

徳島県立文学書道館の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第14号 徳島県立文学書道館の指定管理者の指定について

初校
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1 施 設 の 名 称 徳島県立木のおもちゃ美術館

2 指 定 管 理 者 徳島市南末広町2番95号

株式会社 あわわ

3 指 定 の 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第15号

徳島県立木のおもちゃ美術館の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第15号 徳島県立木のおもちゃ美術館の指定管理者の指定について

初校
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1 施 設 の 名 称 徳島県立椿泊漁港荷さばき所

2 指 定 管 理 者 阿南市椿泊町小吹川原47番地

椿泊漁業協同組合

3 指 定 の 期 間 令和8年5月1日から令和13年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第16号

徳島県立椿泊漁港荷さばき所の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第16号 徳島県立椿泊漁港荷さばき所の指定管理者の指定について
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1 施 設 の 名 称 徳島県日峯大神子広域公園、徳島県文化の森総合公園及び徳島県新町川公園

2 指 定 管 理 者 徳島市川内町平石住吉209番地5

公益財団法人 徳島県建設技術センター

3 指 定 の 期 間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第17号

徳島県日峯大神子広域公園等の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第17号 徳島県日峯大神子広域公園等の指定管理者の指定について
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1 施 設 の 名 称 徳島県鳴門ウチノ海総合公園

2 指 定 管 理 者 鳴門市撫養町南浜字東浜170番地

鳴門市

3 指 定 の 期 間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第18号

徳島県鳴門ウチノ海総合公園の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第18号 徳島県鳴門ウチノ海総合公園の指定管理者の指定について

初校

49

令和7年11月議案及び議案説明書



50初校

令和7年11月議案及び議案説明書



1 施 設 の 名 称 大麻団地県営住宅

2 指 定 管 理 者 徳島市川内町平石住吉209番地5

徳島県住宅供給公社

3 指 定 の 期 間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが、この案件を提出する理由である。

第19号

大麻団地県営住宅の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令 和 7 年11月28日 提 出

徳島県知事 後 藤 田 正 純

第19号 大麻団地県営住宅の指定管理者の指定について

初校

51

令和7年11月議案及び議案説明書



�初校

令和7年11月議案及び議案説明書



損害賠償の額の決定及び和解について

交通事故に関し、県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し、和解する。

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

徳島市在住 2名
同 所在 1法人 1，186，406 令和7年2月28日 徳島市地内 令和7年10月30日

板野郡松茂町在住 1名 246，800 令和7年7月1日 徳島市地内 令和7年10月30日

阿波市在住 1名 96，877 令和7年7月25日 鳴門市地内 令和7年10月30日

報告第1号

損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

令 和 7 年11月28日

徳島県知事 後 藤 田 正 純

円

報告第1号 損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

再校
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損害賠償の額の決定及び和解について

道路事故に関し、県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し、和解する。

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

徳島市在住 1名 95，000 令和7年2月14日 勝浦郡勝浦町地内
（県道徳島上那賀線） 令和7年10月31日

那賀郡那賀町在住 1名 125，000 令和7年6月26日 那賀郡那賀町地内
（国道195号） 令和7年10月31日

徳島市所在 1法人 141，000 令和7年7月15日 徳島市地内
（県道鮎喰新浜線） 令和7年10月31日

小松島市在住 1名 240，000 令和7年8月11日 徳島市地内
（県道新浜勝浦線） 令和7年10月31日

那賀郡那賀町在住 1名 53，000 令和7年8月12日 那賀郡那賀町地内
（国道195号） 令和7年10月31日

報告第2号

損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

令 和 7 年11月28日

徳島県知事 後 藤 田 正 純

円

報告第2号 損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について
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補 正 予 算 説 明 書
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1 総 括
（歳 入）

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 頁

01 県 税 87，000，000 ― 87，000，000 ―

02 地 方 消 費 税 清 算 金 37，872，000 ― 37，872，000 ―

03 地 方 譲 与 税 18，353，000 ― 18，353，000 ―

04 地 方 特 例 交 付 金 330，000 ― 330，000 ―

05 地 方 交 付 税 152，500，000 ― 152，500，000 ―

06 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 165，000 ― 165，000 ―

07 分 担 金 及 び 負 担 金 2，033，651 ― 2，033，651 ―

08 使 用 料 及 び 手 数 料 5，407，311 ― 5，407，311 ―

令和7年度徳島県一般会計補正予算（第5号）説明書
歳入歳出補正予算（第5号）事項別明細書 （単位 千円）

初校
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款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 頁

09 国 庫 支 出 金 64，594，334 1，660 64，595，994 63

10 財 産 収 入 1，096，352 ― 1，096，352 ―

11 寄 附 金 11，359 ― 11，359 ―

12 繰 入 金 29，329，677 3，000 29，332，677 65

13 繰 越 金 7，427，994 605，400 8，033，394 67

14 諸 収 入 75，682，269 ― 75，682，269 ―

15 県 債 48，200，000 282，000 48，482，000 69

歳 入 合 計 530，002，947 892，060 530，895，007 ―

再校
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（歳 出）

款 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

頁特 定 財 源 一 般 財 源
国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

01 議 会 費 1，019，327 ― 1，019，327 ―

02 総 務 費 36，751，299 294，300 37，045，599 282，000 12，300 71

03 民 生 費 71，332，114 1，660 71，333，774 1，660 73

04 衛 生 費 26，397，982 3，000 26，400，982 3，000 75

05 労 働 費 3，522，758 ― 3，522，758 ―

06 農 林 水 産 業 費 32，095，973 ― 32，095，973 ―

07 商 工 費 66，789，748 587，500 67，377，248 587，500 77

08 土 木 費 58，896，432 ― 58，896，432 ―

09 警 察 費 22，665，506 ― 22，665，506 ―

再校
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款 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳

頁特 定 財 源 一 般 財 源
国 支 出 金 地 方 債 そ の 他

10 教 育 費 92，337，771 5，600 92，343，371 5，600 79

11 災 害 復 旧 費 12，006，200 ― 12，006，200 ―

12 公 債 費 65，747，736 ― 65，747，736 ―

13 諸 支 出 金 40，140，101 ― 40，140，101 ―

14 予 備 費 300，000 ― 300，000 ―

財 源 振 替 0 0 0 繰越金 605，400 △605，400 ―

歳 出 合 計 530，002，947 892，060 530，895，007 1，660 282，000 608，400 0 ―

再校
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2 歳 入
（款） 09 国 庫 支 出 金

（項） 02 国 庫 補 助 金

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

02 民 生 費 国 庫 補 助 金 1，602，931 1，660 1，604，59101社 会 福 祉 費
国 庫 補 助 金 1，660 地域福祉推進費（定額） 1，660

計 32，032，889 1，660 32，034，549

63歳入 第09款 国 庫 支 出 金

初校
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（款） 12 繰 入 金

（項） 02 基 金 繰 入 金

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

11 地域医療介護総合確保
基 金 繰 入 金 1，762，478 3，000 1，765，47801

地域医療介護
総合確保基金
繰 入 金

3，000

計 28，578，817 3，000 28，581，817

65歳入 第12款 繰 入 金
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（款） 13 繰 越 金

（項） 01 繰 越 金

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

01 繰 越 金 7，427，994 605，400 8，033，39401繰 越 金 605，400

計 7，427，994 605，400 8，033，394

67歳入 第13款 繰 越 金

再校

令和7年11月議案及び議案説明書



68初校

令和7年11月議案及び議案説明書



（款） 15 県 債

（項） 01 県 債

目 補正前の額 補 正 額 計
節

説 明
区 分 金 額

01 総 務 債 1，208，000 282，000 1，490，00003防 災 費 債 282，000 防災対策指導費 282，000

計 48，200，000 282，000 48，482，000

69歳入 第15款 県 債

初校
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3 歳 出
（款） 02 総 務 費

（項） 01 総 務 管 理 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

08財産管理費 1，052，867 12，0001，064，867 12，000
08旅 費 240 1 県有財産管理費 12，000

10需 用 費 100

12委 託 料 11，660

計 20，599，314 12，00020，611，314 12，000

71歳出 第02款 総 務 費

初校
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（項） 06 防 災 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

01防災総務費 2，690，141 282，3002，972，441 282，000 300
07報 償 費 300 1 防災対策指導費 282，300

12委 託 料 282，000

計 3，235，673 282，3003，517，973 282，000 300

初校
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（款） 03 民 生 費

（項） 01 社 会 福 祉 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

01社 会 福 祉総 務 費 2，294，805 1，6602，296，465 1，660
12委 託 料 700 1 社会福祉振興対策費 1，660

社会福祉法人連携・協働支援費補助金 960

事務費 700
18負担金、補助及び交付金 960

計 50，044，173 1，66050，045，833 1，660

73歳出 第03款 民 生 費

初校
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（款） 04 衛 生 費

（項） 04 医 薬 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

02医 務 費 4，581，110 3，0004，584，110
繰入金
3，000 12委 託 料 3，000 1 医療衛生費 3，000

計 5，785，797 3，0005，788，797 3，000

75歳出 第04款 衛 生 費
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（款） 07 商 工 費

（項） 01 商 業 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

03中 小 企 業指 導 費 281，451 550，000 831，451 550，000
12委 託 料 50，000 1 中小企業総合支援費 550，000

生産性向上・成長力強化支援事業費補助金
500，000

事務費 50，000
18負担金、補助及び交付金 500，000

04金融対策費 23，384，940 30，00023，414，940 30，000
18負担金、補助及び交付金 30，000 1 金融あっ旋指導費

経営課題対応資金信用保証料補助金 30，000

計 60，545，788 580，00061，125，788 580，000

77歳出 第07款 商 工 費
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（項） 03 観 光 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

01観 光 費 1，785，130 7，5001，792，630 7，50012委 託 料 7，500 1 阿波おどり振興費 7，500

計 1，785，130 7，5001，792，630 7，500

初校
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（款） 10 教 育 費

（項） 07 保 健 体 育 費

目
補正前
の 額

補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳 節

説 明特 定 財 源 一般財源 区 分 金 額国支出金 地 方 債 そ の 他

02体育振興費 1，082，069 5，6001，087，669 5，600
07報 償 費 100 1 県民総体育推進費 5，600

08旅 費 500

12委 託 料 5，000

計 1，395，798 5，6001，401，398 5，600

79歳出 第10款 教 育 費
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補正予算（第5号）継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み

及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款 項 事 業 名
全 体 計 画 前前年度

末までの

支出額

前年度末
までの支
出（見込）
額

当該年度

支出予定

額

当該年度
末までの
支出予定
額

翌年度以

降支出予

定額

継続費
の総額
に対す
る進�
率

年度 年 割 額
左 の 財 源 内 訳

国支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

06農林水産業費 06水 産
業 費

漁業調査船
「 と く し
ま 」 新 船
建 造 事 業

補正前
の 額 243，500 182，000 61，500 243，500 243，500 13．0

7 補正額

補正後
の 額 243，500 182，000 61，500 243，500 243，500 10．6

補正前
の 額 1，021，000 765，000 256，000 1，021，000 67．7

8 補正額 274，000 205，000 69，000 274，000

補正後
の 額 1，295，000 970，000 325，000 1，295，000 66．9

補正前
の 額 602，000 451，000 151，000 602，000 100

9 補正額 159，000 119，000 40，000 159，000

補正後
の 額 761，000 570，000 191，000 761，000 100

補正前
の 額 1，866，500 1，398，000 468，500 243，500 243，5001，623，000

計 補正額 433，000 324，000 109，000 433，000

補正後
の 額 2，299，500 1，722，000 577，500 243，500 243，5002，056，000

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

81
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補正予算（第5号）債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の

見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（当該年度提出に係る分）

事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の
支 出（ 見 込 ）額

当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一般財源期 間 金 額 期 間 金 額 国支出金 地 方 債 そ の 他

災害時情報共有システム運用保守業務

委託契約
150，000

自

令和9年度

至

令和13年度

150，000 150，000

徳島県立西部防災館の管理運営協定

148，005

自

令和8年度

至

令和12年度

148，005 11，940 136，065

徳島県立産業観光交流センター等の管

理運営協定
1，638，460

自

令和8年度

至

令和12年度

1，638，460 718，807 919，653

徳島県立あすたむらんどの管理運営協
定 677，984 令和8年度 677，984 77，511 600，473

阿波おどり魅力発信業務委託契約 31，000 令和8年度 31，000 31，000

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
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事 項 限 度 額
前 年 度 末 ま で の
支 出（ 見 込 ）額

当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一般財源期 間 金 額 期 間 金 額 国支出金 地 方 債 そ の 他

徳島県蔵本公園等の管理運営協定

2，450，235

自

令和8年度

至

令和12年度

2，450，235 20，000 2，430，235

アリーナ基本計画策定業務委託契約 35，000 令和8年度 35，000 35，000

阿波人形浄瑠璃魅力発信業務委託契約 3，870 令和8年度 3，870 3，870

徳島県郷土文化会館の管理運営協定

293，488

自

令和8年度

至

令和9年度

293，488 58 293，430

徳島県立文学書道館の管理運営協定

878，955

自

令和8年度

至

令和12年度

878，955 19，670 859，285

徳島県立木のおもちゃ美術館の管理運
営協定 70，092 令和8年度 70，092 42，000 28，092

三校
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徳島県日峯大神子広域公園等の管理運

営協定
827，750

自

令和8年度

至

令和12年度

827，750 251，760 575，990

徳島県鳴門ウチノ海総合公園の管理運

営協定
463，870

自

令和8年度

至

令和12年度

463，870 142，835 321，035

大麻団地県営住宅の管理運営協定

39，990

自

令和8年度

至

令和12年度

39，990 39，990
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補正予算（第5号）地方債の前年度末における現在高及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分
前 年 度 末

現 在 高

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み 当該年度末現在高見込額当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当該年度中元金償還見込額
補正前の額 補 正 額 計 補正前の額 補 正 額 計 補正前の額 補 正 額 計

1 普 通 債 512，817，015 69，177，000 282，000 69，459，000 39，270，986 39，270，986542，723，029 282，000543，005，029

()9 総 務 39，418，279 1，627，000 282，000 1，909，000 3，532，017 3，532，017 37，513，262 282，000 37，795，262

合 計 756，969，509 73，316，000 282，000 73，598，000 60，093，000 60，093，000770，192，509 282，000770，474，509

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
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